
(その 1)

(ふ  り が な)

1政 治 団 体 の 名 称

きたむらせいごこうえんかい

北村誠吾後援会

収 支 報 告 書

2主 た る事務 所 の所 在 地  佐世保市三浦町 1-23

3代 表 者 の 氏 名

4会 計 責 任 者 の 氏 名

的
隷
∽
燿

(名 )

保貝U

(名 )

登美子

令和4年分 ′

開催分)

活 動 区 域 の 区 分

□  2以上の都道府県の区域等 回 同一の都道府県の区域内

事 務 担 当 者 の 氏 名

(姓 )

田村

(名 )

繁幸

(電話)  0956-253113

(電話 )

(電話 )

資金管理団体の指定の期間

から

まで

(※複数の期間がある場合 2つめ以降の期間)

国会議員関係政治団体に関する
特例の適用期間

から

まで

(※複数の期間がある場合 2つ め以降の期間)

政 治 団 体 の 区 分

党

部

体

政

政

政

回

□

□

党

治  資

支

金  団

の

国 政治資金規正法第 18条 の 2第 1項
の 規 定 に よ る 政 治 団 体

日 そ の 他 の 政 治 団 体

□ そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部

資金管理団体の指定の有無

有

日 無
公 職 の 種 類
(現職・候補者の別)

資金管理団体の届 (姓 )

出をした者の氏名

(名 )

国会議員関係政治団体の区分

□登fξ縛瑠翼緊 簾簾
日 政治資金規正法第 19条 の 7第 1項

第 2号に係る国会議員関係政治団体

公 職 の 候 補 者 l夕生) l名 )

の  氏  名 北村   誠吾

公 職 の 種 類 衆議院議員

(現職・候補者の別) (現職)

公 職 の 候 補 者 l夕七) (名 )

の 氏名 (2人 目)

公 職 の 種 類

(現職・候孝甫者の別)

公 職 の 候 補 者 l夕生) (名 )

の氏名 (3人 目)

公 職 の 種 類

(現職。候補者の別)

-5:5:23



(そ の 2)

1 収支の総括表

8,445,823
1,445,823
7,000,000
6.113,019
2,332,804

収 入 総 額

(前 年 か ら の 繰 越 額 )

(本 年 の 収 入 額 )

支 出 総 額

翌 年 へ の 繰 越 額

2 収入項 目別金額の内訳

(1)個人の負担する党費又は会費

0

0

金  額

員  数 (党費又は会費を納入した人の数)

収 支 の 状 況

(2)寄 附

備 考金 額

0

0

0

7,000,000
7,000,000

0

0

7,000,000

ア 寄附 (イ を除く。)の区分

(ア)個 人 か ら の 寄 附

(う ち 特 定 寄 附 )

(イ)法人その他の団体からの寄附

(ウ)政 治 団 体 か ら の 寄 附

′J 計  (ア)十 (イ ) 十 (ウ)

(寄附の うち寄附のあつせんによるもの)

イ 政 党 匿 名 寄 附

合 計   (ア  十 イ )

ユ



(その 7)

3.政治団体

備  考
職業 (団体にあっては、代

表者の氏名)

北村 誠吾

北村 誠吾

北村 誠吾

北村 誠吾

寄附者の区分

住所 (団体にあつては、主たる事務所の所在
地 )

佐世保市三浦町1-23

佐世保市三浦町1-23

佐世保市三浦町1-23

佐世保市三浦町1-23

(7)寄 附 の 内 訳

年 月 日

R4/1/10

R4/2/28

R4/5/10

R4/12/15

金 額

1,000,000

1)500,000

1,000,000

3,500,000

7,000,000

0

7,000,000

符附者の氏妬
(団体にあっては、その名称 )

目田氏王冗長 崎県第 四選挙 区更
銘

自由民主党長崎県第四選挙区支
都

自由民主党長崎県第四選挙 区更
都

自由民主党長崎県第四選挙 区支
都

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 寄 附

△
口 計

行番号

1

2

3

4

じ



その13)

3 支出項 目別金額の内訳

(1)支 出 の 総 括 表

備 考

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

金 額

1,613,138
67,323

3199194
1,439,114
3,438,769

85,470
0

0

0

0

0

0

35,780
0

2,553,000
2,674,250
6.113.019

項 目

1経

(1)人

常 経 費

費件

(2)光 熱 水 費

(3)備  品 消 耗 品 費

(4)事 務 所 費

′Jヽ 計

2政

(1)組

治 活 動

動

費

費織 活

(2)選 挙 関 係 費

(3)機関紙誌の発行その他の事業費

(4)調 査 研 究 費

(5)寄  附 交  付  金

(6)そ の 他 の 経 費

′Jヽ 計

〈
回 計

タ



(その14)

2.光熱水費

備 考
更出を文けた者の住跡 (団体 にあつては、主た

る事務所の所布抽 )

項  目  別  区  分

更出を文 けた者の民箸
(団 T本にあっては、その名称 )

年 月 日

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

金 額

0

67,323

67,323

支 出 の 目 的

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

△
口 計

行番号

1

2

」



(その14)

3.備品 。消耗品費

備  考
支出を受けた者の住所 (団体にあつては、主た

る事務所の所在地)

北松浦郡佐々町小浦免145-2

中野区中央歩52-18

中野区中央2-52-18

中野区中央2-52-18

北松浦郡佐々町小浦免145-2

千代田区永田町2-2-1

千代田区永 田町171

新宿区新宿5-3-1

項  目  別  区  分

支出を受 けた考の氏名
(団体にあつては、その名称 )

ぴ―がる

棚サンユー

僻サンユー

爛サンユー

ぴ―ポる

竹山商店

サイ トウ写真

ヨドノミシ com

年 月 日

R4/6/2

R4/7/12

R4/9/13

R4/10/31

R4/11/12

R4/12/9

R4/12/13

R4/10/12

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

金 額

25,000

16,500

10,890

25,300

20,000

10,360

10,006

48,660

166,716

152,478

319,194

支 出 の 目 的

生活情報誌

名刺

F「鑑

名 刺

生活情報誌

インク

写真代

冷蔵庫

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

△
口 計

行番号

1

2

3

4

5

6

7

8



(その14)

4.事務所費

備 考
更出を文けた者の住所 (団体にあつては、主た

る事務所の所在地)

佐世保市下京町1-8

文京区大塚5-30-7-202

西海市西海町木場郷455-1

佐世保市下京町4-3

港区赤坂2-14-33

佐世保市三浦町2-1

佐世保市城山町2-4

熊本市西区上熊本2-5-37-604

熊本市西区上熊本2-537-604

熊本市西区上熊本2-卜 37-604

熊本市西区上熊本2-5-37-604

港区虎ノ門4-3-13

港区虎ノ門4-3-13

港区虎ノ門4-3-13

項  目  別  区  分

支出を受けた者の氏名
(団体にあって,政、そのネ称)

下京町町内会

初花

やきにく倶楽部

櫂脂

草の家

お栄さん

村田 絵理

作永ルイ子

作永ルイ子

作永ルイ子

作永ルイ子

ネクスウェイ

ネクスウェイ

ネクスウェイ

年 月 日

R4/4/8

R4/5/17

R4/5/27

R4/11/2

R4/11/21

R4/11/27

R4/8/30

R4/2/21

R4/5/16

R4/9/28

R4/10/27

R4/1/27

R4/3/31

R4/8/18

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

金 額

12,000

15,200

40,170

16,919

16,956

10,02Q

99,790

176,000

176,000

176,000

176,000

27,997

164,643

28,855

1,136,541

302,573

1,439,114

支 出 の 目 的

町費

食事代

食事代

食事代

食事代

食事代

監査費用

2・ 3月 分家賃

4・ 5月 分家賃

6・ 7月 分家賃

8・ 9月 分家賃

FAX送信料

FAX送信料

FAX送信料

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

△
回 計

行番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7



(その15)

1.組織活動費

行事費

備  考
支出を受けた者の住所 (団体にあつては、主

たる事務所の所在ナ和)

項  目  別  区  分

支出を受けた者の氏暑
(団体にあっては、その名称 )

年 月 日

(3)政治活動費の内訳

金 額

0

18,000

18,000

支 出 の 目 的

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

△
口 計

行番号

1

2

∂



(その15)

1.組織活動費

旅費・交通費

備 考
支出を受けた者の住所 (団体にあつては、主

たる事務所の所在士仲)

項  目  別  区  分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

年 月 日

(3)政治活動費の内訳

金 額

0

67,470

67,470

支 出 の 目 的

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

△
匠I 計

行番号

1

2

ア



(その15)

7.調査研究費

資料代

備  考
買 出を受 けた者の住所 (団体 にあつては、主

オ る事務所 の所存拗う

千代田区永田町1-71

千代田区永田町1-7-1

項  目  別  区  分

更出を受 けた者 の氏妬
(団体 にあって lよ 、そのネ林Ⅲ

仰成文堂

脚成文堂

年 月 日

R4/10/28

R4/11/7

(3)政治活動費の内訳

金 額

14,300

10,800

25,100
10,680

35,780

支 出 の 目 的

書籍

書籍

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

△
口 計

行番号

1

2

′0



(その15)

9,その他の経費

返済金

備  考
支出を受けた者の住所 (団体にあつては、主

たる事務所の所存帥)

北松浦郡佐々町羽須和免920-2

項  目  別  区  分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名林 )

北村誠吾

年 月 日

R4/12/15

(3)政治活動費の内訳

金 額

2,553,000

2,553,000
0

2,553,000

支 出 の 目 的

借入返済金

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

△
口 計

行番号

1

2

//



(その17)

1 資産等の総括表

資 産 等 の 状 況

資 産 等 の 有 無

備 考4離

日

図

図

日

有

□

資 産 等 の 項 目 別 区 分

ア  土 地

イ 笙 物

ウ 笙勉2亜宜上旦地上立全地 卜滋 ▽ l十 ■ 抑 の 督 移 陸

エ 星 径 2但 盟 企 型 五 旦 上 避 ≧ 乙 塾 産

オ
速 全 (萱 通 重 全 丞 び 当 匡 題 全 と 陰 く虹ユ
丞 二 廷 全 【 童 通 廷 全 生 陰 く に と

力  金 鐘 仁 誕

キ = 但 誕 迭

ク 旦 資 L± 乙 拒 型

ケ 貸旦 盈」上 2凌Ё 避児00二 旦生 逼≧ 乙貸 生全

コ 童 払 迎 と と 全 狐 述 100五 旦 と 運 え 全 数 全

サ
帝 爆 の 柿 箱 綺ミ100 万 円 歩 招 ウ ス 協 許 の 茶H田 ″ オ ス 陸

型

シ 佐 災 盈」上 2ゑ重 n loo二 旦生 逼≧ 乙佐 な全

,ε
≧



圭
日

抵
爵

と旦(そ の20)

添付書類 (別添のとお り)

1 領収書等の写し

2 監査意見書 (政党及び政治資金団体に限る。)

3 政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従つて作成 したものであって、真実に相違ありません。

令和5年 5月  22日

政治団体 の名称  北村誠吾後援会

会計責任者の氏名  大賀 登美子

代 表 者 の 氏 名  (代表者については解散時のみ記入すること)

,a



北村誠吾 後援会

代表 嘉藤 保則 殿

政治資金監査報告書

登録政治資金監査人

登  録  番  号

研 修 終 了 年 月 日

令和 5年 5月 20日

樹 la独
第  3085 号

平成 21年 11月 13日

(3)法第 19条の 13第 2項第 3号に規定する事項について、法第 12条第 1項に規

定する収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、振込明細書及び振込明細書に

係る支出目的書に基づいて支出の状況が表示されていた。

(4)法第 19条の 13第 2項第 4号に規定する事項について、振込明細書に係る支出

目的書は、会計帳簿に基づいて記載されていた。また、領収書等を徴 し難かった支

出の明細書は存在 しなかった。

3 業務制限

北村誠吾 後援会と私との間には、法第 19条の 13第 5項の規定に違反する事実は

ない。

また、北村誠吾 後援会と政治資金監査の業務を補助 した使用人その他の従業者 との

間においても、同様である。

以  上

1 監査の概要

(1)私は、政治資金規正法 (以下「法」という。)第 19条の 13第 1項の規定に基づ

き、北村誠吾 後援会の令和 4年に係る法第 12条第 1項に規定する収支報告書のす

べての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、

明糸H書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書、振込明細書及び振込明

細書に係る支出目的書 (支 出の目的が記載された振込明細書の写しを含む。以下同

じ。)について、支出に関する政治資金監査を行った。

(2)こ の政治資金監査は、法第 19条の 13第 2項に定めるところにより政治資金適

正化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下「政治資金監査マ

ニュアル」という。)に基づき行つた。

(3)私の責任は、外部性を有する第二者 として、国会議員関係政治団体の会計責任者

の作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領

収書等、領収書等を徴 し難かつた支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る

支出目的書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行つた結果

を報告することにある。

(4)こ の政治資金監査は、北村誠吾 後援会の主たる事務所において行つた。

2 監査の結果

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。

(1)法第 19条の 13第 2項第 1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領

収書等、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書が保存されていた。

なお、領収書等を徴 し難かつた支出の明細書を必要とする支出はなく、領収書等

を徴し難かつた支出の明細書は存在 しなかった。

(2)法第 19条の 13第 2項第 2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国

会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会

議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

↑
一


